破産申立に関するクイズ【管財・申立】編。〇か×で答えなさい。

Ｑ１　管財申立の場合は、必ずしも申立前に受任通知を送付し、債権調査票を提出する必要はないが、仮に受任通知を送るとしても税務署には送付しない。

〇　同時廃止と異なり、管財申立の場合は、受任通知の発送・債権調査票の提出は不要で、債権調査票の期限もない。仮に受任通知を送付するとしても、税務署などに送付すると、売掛金等の資産が滞納処分による差し押さえがありえるので、受任通知を送付しない。

Ｑ２　売掛金の未回収があると、引継予納金は２０万円ではなく、５０万円から８０万円となってしまうため、売掛金は全て回収して申立をする方が望ましい。

×　売掛金の回収が完了していなくても、引継ぎ予納金は増加しない。引継ぎ予納金が増加する場合は、債権者数が多数の場合や明渡未了物件が存在する場合である（運用と書式３５０頁参照）。

Ｑ３　管財人引継ぎ資料等の中に、宛名シールがあるが、知れている債権者は必須ではあるが、滞納のない公租公課庁は不要である。

×　滞納のない公租公課庁であっても、宛名シールは必要である。特に、財団債権や優先的破産債権が漏れている場合があり、例えば配当後に財団債権・優先的破産債権の漏れが判明することを防ぐため、滞納の有無にかかわらず、公租公課庁には開始決定通知を送る必要がある。知れている債権者・公租公課庁以外では、財産所有者等、労働組合等、許認可庁などが必要となる（運用と書式３０頁参照）。
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